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市長あいさつ

皆さまこんにちは。

大型連休に取手市立市民会館前の広場で開催されま

した「取手ジャズフェスティバル」では、２日間で３

千人を超える、例年以上のお客様にご来場いただき、

無 事 、 大 盛 況 に 終 え る こ と が で き ま し た 。

地元中・高校生の吹奏楽演奏や、市民サークルの

ジャズ演奏に来場者は聞き入り、演奏後の会場一体の

拍手に胸が熱くなりました。

また、５月は市内小学校において運動会が開催され

ました。暑い中での開催となりましたが、児童たちが

元気いっぱいに競技に取り組む姿を見て、私も、保護

者や先生方と一緒に応援しながら、たくさんの元気を

いただきました。

さて、気象庁の発表により、２６日に台風１号が発

生いたしました。現在東日本の広い範囲で前線が活発

化しており、今後、大雨や激しい突風などに注意が必

要とされています。取手市では、昨年６月２日から３
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日にかけての大雨による双葉地区の浸水被害がありま

した。間もなく１年が経過しますが、利根川と小貝川

に囲まれた取手市では、いつ大きな水害が発生するか

わかりません。引き続き気象情報を注視してまいりま

す。

また、６月から１０月までの期間は、「出水期」と
しゅっすい き

なり梅雨、集中豪雨、台風などの影響で河川の増水に

よる洪水や、低い土地での浸水が発生しやすい時期と

なります。市民の皆様におかれましては、河川の氾濫

などに備えて日頃からハザードマップなどを確認し、

水害が発生した時により安全に避難する方法を事前に

確認するなど、防災の意識を高めていただければと思

います。

それでは、本日の発表事項に移ります。

はじめに、令和６年第２回取手市議会定例会議案に

ついてです。

会期は、６月４日からとなります。

定例会に提出する議案は、条例の一部改正が５件、

広域連合規約の変更が１件、市道路線の認定等が３件、

工事請負契約の締結が２件、財産の取得が３件、令和
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６年度補正予算が２件の計１６件となります。その他

に条例の一部改正の専決処分の承認、予算の繰越計算

書の報告、出資法人の決算報告・事業計画の報告など

が合わせて９件、合計２５件を提案いたします。

条例の一部改正の主な案件は、国の法改正を踏まえ、

市においても所要の措置を講ずるため改正を行うもの

や、取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例で、学校休業日、月曜日

から金曜日における午前７時３０分から午前８時まで

を延長して開所できる時間として新たに定め、子ども

クラブの開所時間を拡充し、子育て支援の充実を図る

ものなどがございます。

次に、令和６年度補正予算第２号及び第３号につい

てご説明いたします。

一般会計補正予算第２号の総額は、９億３，０９３

万５千円の増額で、補正後の予算総額は、４３７億８，

６８２万９千円となります。内容は、低所得者支援及

び定額減税を補足する給付事業において、新たに非課

税等となる世帯への１０万円の給付、低所得者の子育

て世帯への子ども 1 人あたり５万円の加算給付、定額
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減税しきれないと見込まれる方への調整給付のため、

必要経費を補正するものです。

次に、一般会計補正予算第３号の総額は、８億６，

２６３万円の増額で、補正後の予算総額は、４４６億

４，９４５万９千円となります。主な歳出の内容は３

点ございます。

１点目は、子育てしやすいまちづくりの実現に向けた

事業で、「こどもまんなか」社会の実現に向けた事業の

実施や、放課後子どもクラブの開所時間の拡大のため、

支援員報酬の増額や運営業務委託料を計上し、合わせ

て４０５万８千円を増額します。

２点目は、児童手当制度の改正による児童手当の拡充

に伴う経費として、４億４,０３９万６千円を増額し

ます。

３点目は、令和６年度から定期予防接種になった新型

コロナウイルスワクチンの接種委託料など、３億４８

８万５千円を増額します。

第２回取手市議会定例会議案の説明は以上となります。
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次に、「第 69 回とりで利根川大花火」についてです。

取手の夏の風物詩として親しまれている「第 69 回と

りで利根川大花火」を８月１０日 土曜日に開催いたし

ます。時間は午後７時から８時２０分まで、開催場所

は取手緑地運動公園です。

打ち上げる花火の数は、昨年よりも約３千発増発し、

約 1 万発となります。また、昨年実施し、ご好評をい

ただいたドローンショーを今年も行います。取手の夏

の夜空を鮮やかに彩る花火と夜空を駆け巡るドローン

による光のショーを是非ご堪能ください。取手の夏を

盛り上げる一大イベントとして、市内外から多くの方

がご来場されることを、心よりお待ちしております。

なお、例年ご好評いただいている有料さじき席につ

きましては、オンライン販売を 7月１日 月曜日から、

窓口販売は 7月８日 月曜日から開始いたします。

次に、「夏休み探究ツアーin みなかみ」についてで

す。

市は、令和２年８月３日、茨城県で初となる「気候

非常事態宣言」を発出し、地球温暖化防止や気候変動

への適応策等の取り組みを推進しています。
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その取り組みの一つとして、次世代を担う本市の子

どもたちに植林体験や自然観察などを通じて、地球温

暖化の要因となる二酸化炭素を吸収する役割を果たす

森林整備、林業に対する理解と関心を高めることを目

的に、８月２１日から２３日にかけて、取手市の友好

都市である群馬県みなかみ町で２泊３日の環境学習を

今年も実施します。

対象は、市内の小学５年生・６年生で、みなかみ町

の自然と地域の人と触れ合う探究型の学習ツアーです。

定員は３０名で、参加費は無料です。参加申し込み

は６月１５日 土曜日から開始し、申し込み多数の場合

は、抽選により参加者を決定します。

以上で、私からの説明を終わります。


